
生駒市教育委員会規則第３号 

生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２５年３月２９日 

                 生駒市教育委員会委員長 中井 公人 

 

   生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部を改正する規則 

生駒市教育委員会事務局事務決裁規則（昭和５６年７月生駒市教育委員会規則

第９号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１１号中「２００万円以上１，０００万円未満」を「５００万円以上

２，０００万円未満」に改め、同条第１６号中「１，０００万円以上」を「２，

０００万円以上」に改め、同条第１７号中「２００万円以上１，０００万円未満

」を「５００万円以上２，０００万円未満」に改める。 

第７条の３第７号及び第１３号中「２００万円以上５００万円未満」を「５０

０万円以上１，０００万円未満」に改める。 

第８条第１５号及び第２１号ケ中「２００万円未満」を「５００万円未満」に

改める。 

第１１条の２第２号及び第４号中「１５０万円未満」を「３００万円未満」に

改める。 

第１３条第３号中「５万円未満」を「１００万円未満」に改め、同号を同条第

４号とし、同条第２号中「１０万円未満」を「１００万円未満」に改め、同号を

同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 予定価格１００万円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及

び印刷製本等の起工に関すること。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 


